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教育職員免許状取得について 
 

１．学部学生の教育職員免許状の取得について 

〈はじめに〉 

  近年，小・中・高等学校等教員の資質の向上が問われています。とりわけ，低学年・身体の不 

自由な者等の児童・生徒への対応が肝要とされ，このこともあって，小・中学校の教育職員免許 

状を取得するためには，単に教育実習のみならず，「介護等体験」の実習を受けることが義務づ 

けられました。 

  小・中・高等学校等の教育職員となるには，教科に関する専門科目の修得はもとより，教育を 

行うための基本となる教職に関する専門科目の修得が必要で，人間性豊かな資質を涵養すること 

が極めて重要と言われています。 

  これらのことを念頭において，教育職員免許状を取得しようとする者は，安易に教員の資格を 

取得するためと言ったことでなく，将来，教育職員を目指す強い意志をもって，必要な科目を履 

修する必要があります。 

 

（１）大学以外の教育職員として教育職に従事するためには，教育職員免許法及び同法施行規則に 

定めるところに従って，免許状の取得に必要な科目を修得しなければなりません。 

本学部学生で取得可能な教育職員免許状の種類は別表１に掲げたとおりです。 

  なお，教育職員免許状の取得に必要な科目の一つとして「教育実習」がありますが，教育実 

習を履修しようとする者は，卒業後に中学校・高等学校の教師として就職を目指す意志の強い 

者でなければ，中学校・高等学校における教育実習生として受け入れされない場合があります 

ので注意してください。 

 

（２）これらの免許状を取得しようとする者は，卒業に必要な専門教育等の授業科目を履修しなが 

ら，教育職員免許法及び同法施行規則に規定されている必要な科目の単位を修得しなければな 

りません。 

①高等学校教諭一種免許状の取得に必要な「教科に関する科目」及び「教科又は教職に関する科

目」は，大学の卒業に必要な授業科目（単位）の修得の範囲で可能な場合が大半です。 

②中学校教諭一種免許状（理科）の取得に必要な「教科に関する科目」のうち実験に関する科目

については，所属する学科に係る実験のほか，全ての分野の実験について修得しなければなら

ないので，相当の努力が必要です。 

③「教職に関する科目」の大部分は，学務部で開講される授業科目を修得しなければなりません。 

 

（３）「教科」・「教職」・「教科又は教職」に関する科目は，教育職員免許法施行規則に定める 

科目の各区分の科目・単位を修得しなければなりません。 

  なお，教育職員免許法施行規則により，教育職員免許状の取得に共通した科目として，別表 

３に定める「日本国憲法」，「体育」，「外国語コミュニケーション」及び「情報機器の操作」 

を修得しなければなりません。 

 

（４）別表１の教育職員免許状の種類に応じて，別表２により当該免許状の取得に必要な「教科に 

関する科目」，「教職に関する科目」及び「教科又は教職に関する科目」の単位数を確認して 

ください。 
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（５）別表４（中学校），別表５（高等学校）に定める「教科に関する科目」の単位の修得方法に 

より，免許教科に関する科目ごとに定められた最低修得単位数 （合計２０単位）を，学科ご 

とに定められた科目から修得してください。 

 

（６）別表６に定める「教職に関する科目の単位」（中学校３３単位，高等学校２９単位）は各欄 

の必要単位数に応じて修得してください。教職科目は２年次から履修できます。 

 

（７）教育実習について 

  教育実習の単位数は，教育実習事前事後指導（１単位），実習校での実習（中学校の免許状 

を取得する場合は４単位，高等学校の免許状を取得する場合は２単位）からなっています。 

①教育実習の申し込み手続きについては，３年次の４月初旬に開催される説明会にて参加し， 

申込み，４年次で実習を行います。説明会の開催については，掲示により通知します。 

②教育実習事前事後指導は，実習校での実習の前後に教育実習の一環として行われます。 

 

（８）介護等体験について 

  平成１０年４月入学者から，中学校の教育職員免許状を取得しようとする場合は，特別支援 

学校及び社会福祉施設において，７日間以上の介護等体験を行うことが義務づけられています。 

  本学部の学生は３年次に行います。２年次の１１月に必要な手続き等について掲示により通 

知します。  

 

（９）教職科目「教職実践演習」と「履修カルテの作成」について 

   平成２２年度４月入学者から，教職科目の「教職実践演習」が新たに必修科目となり，４年 

次後期に履修します。「教職実践演習」を履修するにあたり，教員免許取得に必要な科目の履 

修を始めてから「教職実践演習」の授業を受けるまでの間に，各自が教員になる上での自身の 

課題や教員免許取得に必要な科目の修得・理解状況などを把握するために「履修カルテ」を作 

成します。各自が作成した「履修カルテ」は４年次前期に理学研究科教務学生係へ提出します。 

 

（７），（８），（９）については，神戸大学教職課程専門委員会作成の 「神戸大学【教職 

課程ハンドブック】 」を事前によく読んでおいてください。 

 

（10）担当窓口について 

  学務部で開講する授業科目に関すること，教育実習・介護等体験については，学務部教員免 

許担当が担当窓口となっています。 

教育実習・介護等体験は学務部教員免許担当にて諸手続等を行います。 

  教育職員免許状の取得に必要な科目の修得・履修方法等に関することについては，理学研究 

科教務学生係に問い合わせてください。 

 

（11）教育職員免許状授与申請について 

   卒業時における教育職員免許状の授与申請は，教員免許取得希望者からの申請に基づいて， 

大学から兵庫県教育委員会に一括して行います。 

詳細については４年次の１２月頃，掲示により通知しますので注意してください。 
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大学教学規則 

平成16年４月１日 制定 
最近改正 平成28年3月22日 

目 次 

  第１章   総    則 

    第１条    趣   旨 

    第２条    教 育 憲 章      

    第３条    学   部 

    第４条    大 学 院 
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  第２章   学   部 
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    第11条     早 期 入 学      
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    第13条   編 入 学 
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    第16条     入 学 志 願      

    第16条の2  入学者選抜 

第17条    入 学 手 続      

    第18条     入学料の免除 

    第19条     入学料の徴収猶予等 

    第20条     死亡等による入学料の免除 

    第21条     宣   誓 

   第２節   修業年限，教育課程，課程の履修等 

    第22条   修 業 年 限      

    第23条     修業年限の通算 

    第24条    在 学 年 限      

    第25条    教 育 課 程      

    第26条    授業科目の区分 

    第27条     授業の方法 

    第28条     履修方法及び試験 

    第29条    履修科目の登録の上限 

    第30条     成績評価基準 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

学　　　科

数　　学　　科

物　理　学　科
化　　学　　科
生　物　学　科
惑　星　学　科

教育職員免許状の種類

中学校教諭一種免許状

高等学校教諭一種免許状

免許教科

数　学

理　科

20 31 8

修士の学位を有すること

学士の学位を有すること

20 23

学士の学位を有すること

40

20 23 16

【別表１】 理学部で取得できる免許状の種類

【別表２】 免許状取得のための基礎資格と最低修得単位数

教科又は
教職に関
する科目

大学における最低修得単位数

20 31 32

　　　　　　　　　　所要資格

免許状の種類
基　礎　資　格

教科に関
する科目

教職に関
する科目

中学校教諭

修士の学位を有すること専修免許状

一種免許状

中学校教諭一種免許状

高等学校教諭一種免許状

　上記の他，別表３に定める「日本国憲法」，「体育」，「外国語コミュニケーション」及び「情報

機器の操作」を修得しなければなりません。

一種免許状

高等学校教諭

専修免許状

【別表３】 全学科に共通で取得が必要な科目

0.5

教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目

科　目　区　分 単位数 授　業　科　目 単位数

0.5

Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＬｉｔｅｒａｃｙＡ２ 0.5

日本国憲法 2 日本国憲法 2

体　　　育 2

健康・スポーツ科学実習基礎１ 0.5

健康・スポーツ科学実習基礎２ 0.5

健康・スポーツ科学実習１ 0.5

健康・スポーツ科学実習２

情報科学２ 1

注．○印は免許法上の指定科目（必修）を示す。

Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＬｉｔｅｒａｃｙＢ１ 0.5

Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＬｉｔｅｒａｃｙＢ２ 0.5

情報機器の操作 2

情報基礎 1

情報科学１ 1

外国語コミュニケーション 2

Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＬｉｔｅｒａｃｙＡ１



理　科

物 理 学

計20単位

化 学

生 物 学

地 学

地 学 実 験 （コンピュータ活用を含む。）」

「 物 理 学 実 験 （コンピュータ活用を含む。），

化 学 実 験 （コンピュータ活用を含む。），

生 物 学 実 験 （コンピュータ活用を含む。），

数　学

代 数 学

計20単位

幾 何 学

解 析 学

「確率論，統計学」

コンピュータ

【別表５】 高等学校教諭の「教科に関する科目」の単位修得方法

【別表４】 中学校教諭の「教科に関する科目」の単位修得方法

免許教科 教　科　に　関　す　る　科　目 最低修得単位数

（コンピュータ活用を含む。）

（コンピュータ活用を含む。）

代 数 学

幾 何 学

解 析 学

コンピュータ

最低修得単位数

計20単位

計20単位

物 理 学

物 理 学 実 験

免許教科 教　科　に　関　す　る　科　目

「確率論，統計学」

数　学

理　科

地 学 実 験

（コンピュータ活用を含む。）

（コンピュータ活用を含む。）

化 学

化 学 実 験

生 物 学

生 物 学 実 験

地 学
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・

・ ○

・ ○

・ ○

○

・

・

○

○

○

各科目に含める必要事項 単位数

2 ○ 教職論

授　業　科　目 単位数
備　　考

教職の意義及び教員の役割

教員の職務内容（研修，服務及び
身分保障等を含む。） 2 2単位必修

2単位必修

1科目（2単位）
選択必修

1科目（2単位）
選択必修

教育政策

2

2

2

2

教育学概論

教育行政学

教育制度概説

理科教育論Ｄ

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目

教育課程の意義及び編成の方法 中等カリキュラム論

数学教育論Ａ

数学教育論Ｂ

2

2

2

教育の基礎理
論に関する科
目

6

○・
教育の理念並びに教育に関する歴
史及び思想

幼児，児童及び生徒の心身の発達
及び学習の過程（障害のある幼
児，児童及び生徒の心身の発達及
び学習の過程を含む。）

・

教育に関する社会的，制度的又は
経営的事項

・

進路選択に資する各種の機会の提
供等

・

・

教職の意義等
に関する科目

科　目

2単位必修

2単位必修

1科目（2単位）
選択必修

特別活動の指導法

生徒指導の理論及び方法

進路指導の理論及び方法
2

教育の方法及び技術（情報機器及
び教材の活用を含む。）

・

中 12

高  6

2

2

2

2

2

2単位必修

各教科の指導法・

道徳の指導法 中一種のみ必修

2

2

2

理科教育論Ｃ

教育実習
中 5

高 3

2

2単位必修

2単位必修

教育方法学

授業デザイン論

学習指導論

教育相談（カウンセリングに関す
る基礎的な知識を含む。)の理論
及び方法

・

生徒指導，教
育相談及び進
路指導等に関
する科目

4

○ 生徒指導論Ⅰ

○ 生徒指導論Ⅱ

教育課程及び
指導法に関す
る科目

2

2

2

数学教育論Ｃ

数学教育論Ｄ

理科教育論Ａ

理科教育論Ｂ

4

2

2

1単位必修

中一種必修

高一種は1科目（2
単位）選択必修

教育実習事前事後指導

中学校教育実習Ⅱ

中学校教育実習Ⅰ

高等学校教育実習

該当する教科教育法
について2科目（4単
位）選択必修

【別表６】 教職に関する科目の単位

中一種　33

高一種　29

注１．授業科目名の頭につく○印は免許法上の指定科目（必修）を示す。

注２．教職に関する科目は，履修科目の登録の上限には算入されない。

教育心理学 2

青年心理学 2

道徳教育の研究

特別活動指導法

合　　　　計

（免許法施行規則に定める最低修得単位数）

中 31

高 23

合　　　　計

（本学での最低修得単位数）

教職実践演習 2 教職実践演習（中・高） 2 2単位必修

1
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      第１章  総   則 

 （趣  旨） 

第１条 この規則は，国立大学法人神戸大学学則（平成16年４月１日制定）第29条の規定に基づ

き，学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （教育憲章） 

第２条 本学の教育は，神戸大学教育憲章（平成14年５月16日制定）に則り，行うものとする。 

 （学  部） 

第３条 本学の学部に置く学科は，次のとおりとする。 

 文 学 部       人文学科 

 国際文化学部 国際文化学科 

 発 達 科 学 部       人間形成学科，人間行動学科，人間表現学科，人間環境学科 

 法 学 部       法律学科 

 経 済 学 部       経済学科 

 経 営 学 部       経営学科 

 理 学 部       数学科，物理学科，化学科，生物学科，惑星学科 

 医 学 部       医学科，保健学科 

工 学 部       建築学科，市民工学科，電気電子工学科，機械工学科，応用化学科，情報知能工 

        学科 

 農 学 部       食料環境システム学科，資源生命科学科，生命機能科学科 

海 事 科 学 部       グローバル輸送科学科，海洋安全システム科学科，マリンエンジニアリン    

        グ学科 

 

 (大 学 院） 

第４条 本学の大学院研究科に置く専攻及びその課程は，次の表に掲げるとおりとする。 

研 究 科 名      専    攻    名 課程の別 

人文学研究科        文化構造専攻，社会動態専攻 博士課程 

国際文化学研究科 文化相関専攻，グローバル文化専攻 博士課程 

人間発達環境学 

研  究  科 
人間発達専攻，人間環境学専攻 博士課程 

法 学 研 究 科        理論法学専攻，政治学専攻 博士課程 

実務法律専攻 専門職学位課程 

経済学研究科        経済学専攻 博士課程 

経営学研究科        
経営学専攻 博士課程

 

現代経営学専攻 専門職学位課程 

理 学 研 究 科 数学専攻，物理学専攻，化学専攻，生物学専攻，惑星学専攻 博士課程 

医 学 研 究 科        バイオメディカルサイエンス専攻 修士課程 

医科学専攻 博士課程 

保健学研究科        保健学専攻 博士課程 

注．「教職に関する科目表」及び「教科に関する科目表」の科目で所定の単位を超えた単位は，「教科又は教職に
　関する科目」に加算する。

単位数

3

2

2

2

2

2

単位数

2

2

2

2

2

開設授業科目

解析学Ⅵ・同演習

関数方程式論Ⅰ

複素解析

解析学Ⅶ

関数方程式論Ⅱ

科　目　区　分

教科又は教職に関する科目

単位数

教科又は教職に関する科目表（数学科）

教科に関する科目表（数学科）

線形代数３

線形代数４

1

1

1数学要論Ⅰｂ

解析学序論Ⅰｂ 1

1解析学序論Ⅱｂ

微分積分３

微分積分４

1

1

注．単位数欄の必修・選択は教員免許取得のための必修・選択を示す。

2

3

2

2

2

1

1

1

1

幾　何　学

解　析　学

数学要論Ⅱ・同演習

解析学序論Ⅰａ

解析学序論Ⅱａ

微分積分１

微分積分２

解析学Ⅳ

3

「確率論，統計学」

コンピュータ

中

高
20

3

解析学Ⅲ

確率論Ⅰ

計算数学Ⅰ・同演習

解析学Ⅴ

関数論・同演習

3

3

2

2

幾何学Ⅰ・同演習

幾何学Ⅱ・同演習

幾何学Ⅲ

幾何学Ⅳ

数学要論Ⅰａ 1

1

1

2線形代数Ⅴ

開設授業科目

左記に対応する開設授業科目

履 修 方 法単位数科　目　区　分

免許法施行規則に定める科目区分等

必修

単位数

選択

代　数　学

3

2

3

2

代数学Ⅰ・同演習

代数学Ⅱ

代数学Ⅲ・同演習

代数学Ⅳ

線形代数１

線形代数２

免許法施行規則に定める科目区分等

中 8

高 16

開設授業科目

左記に対応する開設授業科目

関数解析学Ⅰ

関数解析学Ⅱ

幾何学Ⅴ

確率論Ⅱ

解析学Ⅷ 代数学Ⅴ



左記に対応する開設授業科目

開設授業科目

物性物理学Ⅰ

物性物理学Ⅱ

素粒子物理学

免許法施行規則に定める科目区分等

科　目　区　分

中 8

高 16
教科又は教職に関する科目

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目

科　目　区　分 単位数 開設授業科目
単位数

履 修 方 法
必修 選択

物理数学Ⅰ 2

物理数学Ⅲ 2

古典力学Ⅰ 1

量子力学Ⅰ 2

量子力学Ⅲ

2

現代物理学Ⅱ 1

電磁気学Ⅰ 2

2

現代物理学Ⅰ 1

物理学実験
（コンピュータ活用を含む。）

物理学実験Ⅰ 1.5

物 理 学

中

高
20

化　　学

化学実験１

化学実験２

1

1

1

1

2

2

化学実験
（コンピュータ活用を含む。）

物理学実験Ⅳ 1.5

物理学実験Ⅴ 1.5

物理学実験Ⅲ

教科に関する科目表（物理学科）

教科又は教職に関する科目表（物理学科）

古典電磁気学Ⅰ

古典電磁気学Ⅱ

宇宙物理学

熱統計物理学

統計物理学Ⅰ

統計物理学Ⅲ

開設授業科目

解析力学Ⅱ

物理学情報処理演習

特殊相対性理論

電磁力学

注１．単位数欄の必修・選択は教員免許取得のための必修・選択を示す。
注２．高等学校免許状のみ取得する場合，実験科目は，「免許法施行規則に定める科目区分」の物理学実験・化学実
　験・生物学実験・地学実験から，いずれかを選択し，それぞれの履修方法に従って履修すること。

2

物理実験学

1.5

物理学実験Ⅵ 1.5

基礎物理化学１ 1

基礎物理化学２ 1

1

生物学実験
（コンピュータ活用を含む。）

生物学概論Ｃ２

物理学実験Ⅱ 1.5

地学実験Ａ

地学実験Ｂ

1

1

地　　学

1
生 物 学

基礎地学２ 1

生物学実験１

生物学実験２

1

1

生物学概論Ｃ１ 1

地学実験
（コンピュータ活用を含む。）

基礎地学１

古典力学Ⅱ 1

剛体の力学 2

注．「教職に関する科目表」及び「教科に関する科目表」の科目で所定の単位を超えた単位は，「教科又は教職に
　関する科目」に加算する。

単位数

2

2

1

2

2

2

単位数

2

2

2

一般相対性理論

単位数
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工 学 研 究 科        建築学専攻，市民工学専攻，電気電子工学専攻，機械工学専攻

，応用化学専攻 
博士課程 

システム情報学  
研  究  科 

システム科学専攻，情報科学専攻，計算科学専攻 博士課程 

農 学 研 究 科        食料共生システム学専攻，資源生命科学専攻，生命機能科学専

攻 
博士課程 

海事科学研究科        海事科学専攻 博士課程 

国際協力研究科        国際開発政策専攻，国際協力政策専攻，地域協力政策専攻 博士課程 

科学技術イノベ 

ーション研究科 
科学技術イノベーション専攻 修士課程 

 

２ 人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営

学研究科，理学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，農学研究科，海事

科学研究科及び国際協力研究科の博士課程は，これを前期２年の課程（以下「前期課程」とい

う。）及び後期３年の課程（以下「後期課程」という。）に区分し，前期課程は，これを修士課

程として取り扱うものとする。 

３ 法学研究科実務法律専攻及び経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程は，学校教育法

（昭和22年法律第26号。以下「法」という。）第99条第２項に規定する専門職大学院の課程と

し，法学研究科の専門職学位課程は，専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号）第

18条第１項に規定する法科大学院とする。 

 （乗船実習科） 

第５条 本学に置く乗船実習科に関することは，神戸大学乗船実習科規則（平成16年４月１日制

定）で定める。 

 （収容定員） 

第６条 本学の収容定員は，別表のとおりとする。 

 （学  年） 

第７条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終る。 

 （学期・クォーター） 

第８条 学年を分けて，次の２期とする。 

   前期 ４月１日から９月30日まで 

   後期 10月１日から翌年３月31日まで 

２ 前項に定める各学期に二つの期間（以下「クォーター」という。）を置くことができる。 

３ 各クォーターの始期及び終期については，別に定める。 

 （休 業 日） 

第９条 定期の休業日は，次のとおりとする。 

   日曜日及び土曜日 
   国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 
   本学創立記念日 ５月15日 
   夏季休業 ８月８日から９月30日まで 
   冬季休業 12月25日から翌年１月７日まで 



化学実験
（コンピュータ活用を含む。）

生物学概論Ｃ２ 1
生物学実験

（コンピュータ活用を含む。）
生物学実験１ 1
生物学実験２ 1

化学実験Ⅱ
化学実験Ⅰ

化学実験１

1
量子化学Ⅰ－２

生物化学Ⅱ－２
教科又は教職に関する科目

中 8

高 16

化学熱力学Ⅲ－１ 分析化学Ⅱ－２

量子化学Ⅲ－１ 固体化学２

科　目　区　分 単位数

6
8

1

開設授業科目 開設授業科目

教科又は教職に関する科目表（化学科）
免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目

分析化学Ⅰ－１ 1
無機化学Ⅱ－２ 1

有機化学基礎２ 1
有機化学基礎１ 1

1

量子化学Ⅱ－２ 1

無機化学基礎２ 1
無機化学基礎１ 1

　無機化学基礎
　（2単位）,
　有機化学基礎
　（2単位）
　からいずれか
　2単位選択必修

有機化学Ⅰ－１

無機化学Ⅰ－２ 1
無機化学Ⅰ－１ 1

1

量子化学Ⅰ－１

物 理 学
現代物理学Ⅱ 1

化学熱力学Ⅰ－２ 1

物理学実験
（コンピュータ活用を含む。）

物理学実験 2

化学熱力学Ⅰ－１ 1

化　　学

有機化学Ⅲ－２

生物化学Ⅰ－２

1

1

量子化学Ⅱ－１

分析化学Ⅰ－２ 1

教科に関する科目表（化学科）
免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目

科　目　区　分 単位数 開設授業科目
単位数

履 修 方 法
必修 選択

化学熱力学Ⅱ－２ 1

1

地　　学
基礎地学１

有機化学Ⅰ－２ 1

有機化学Ⅱ－２ 1
有機化学Ⅲ－１ 1

有機化学Ⅱ－１ 1

1

無機化学Ⅱ－１ 1

地学実験
（コンピュータ活用を含む。）

地学実験Ａ 1
地学実験Ｂ 1

生物化学Ⅰ－１ 1

化学実験２ 1

生 物 学
生物学概論Ｃ１ 1

中

高
20

現代物理学Ⅰ 1

化学熱力学Ⅱ－１

生物化学Ⅱ－１

無機化学Ⅲ－２ 有機合成化学１

1
基礎地学２ 1

分析化学Ⅱ－１ 有機合成化学２

無機化学Ⅲ－１

化学熱力学Ⅲ－２ 固体化学１

注１．単位数欄の必修・選択は教員免許取得のための必修・選択を示す。
注２．高等学校免許状のみ取得する場合，実験科目は，「免許法施行規則に定める科目区分」の物理学実験・化学実
　験・生物学実験・地学実験から，いずれかを選択し，それぞれの履修方法に従って履修すること。

注．「教職に関する科目表」及び「教科に関する科目表」の科目で所定の単位を超えた単位は，「教科又は教職に
　関する科目」に加算する。

単位数

1
1
1
1
1
1
1

単位数

1
1
1
1
1
1
1

量子化学Ⅲ－２
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２ 臨時の休業日は，学長が定める。 

３ 教育上必要と認めるときは，第１項の規定にかかわらず，夏季及び冬季休業の期間は，各学部

及び各研究科において学長の承認を得て変更することができる。 

４ 教育上必要と認めるときは，第１項から前項までの規定にかかわらず，休業日において授業等

を行うことができる。 

 

      第２章 学   部 

       第１節 入   学 

 

 （入学許可） 

第10条 次の各号のいずれかに該当し，入学試験に合格した者で，第17条に規定する入学手続を完

了した者（第18条の規定により入学料の免除を申請している者及び第19条の規定により入学料の

徴収猶予を申請している者を含む。）に対し，入学を許可する。 

 (1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

 (2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により，前号に相

当する学校教育を修了した者 

 (3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定したもの 

 (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者 

 (5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者 

 (6) 文部科学大臣の指定した者（昭和23年文部省告示第47号） 

 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認

定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26

年文部省令第13号。以下「旧規程」という。）による大学入学資格検定（以下「旧検定」とい

う。）に合格した者を含む。） 

 (8) 法第90条第２項の規定により大学に入学した者であって，本学において，大学における教育

を受けさせるにふさわしい学力があると認めたもの 

 (9) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で，18歳に達したもの 

 （早期入学） 

第11条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める分野

において特に優れた資質を有すると認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができ

る。 

 (1) 高等学校に２年以上在学した者 

 (2) 中等教育学校の後期課程，高等専門学校又は特別支援学校の高等部に２年以上在学した者 

 (3) 外国において，学校教育における９年の課程に引き続く学校教育の課程に２年以上在学した

者 

 (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設（高



教科又は教職に関する科目表（生物学科）

環境解析学１
環境解析学２
細胞構築論１
細胞構築論２
植物環境生理学１
植物環境生理学２
分子遺伝学１
分子遺伝学２
行動分子生理学１

遺伝情報機能論１
遺伝情報機能論２
神経生理学１
神経生理学２
神経行動学１
神経行動学２

開設授業科目

野外実習Ⅰ
野外実習Ⅱ
臨海実習Ⅰ
臨海実習Ⅱ

1
1
1
1
1
1

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目
開設授業科目

生物システム論２
生物システム論１
植物構造生理学２
植物構造生理学１

海洋生物学２
海洋生物学１

単位数
1
1
1
1
1
1
1
1

開設授業科目 単位数
1
1
1
1

1

教科又は教職に関
する科目

科　目　区　分 単位数

中 8

高 16

1
1

神経細胞生物学２
分子生物学１
分子生物学２

形態形成論１
形態形成論２

神経細胞生物学１ 1
行動分子生理学２
植物分子発生学１
植物分子発生学２

注．「教職に関する科目表」及び「教科に関する科目表」の科目で所定の単位を超えた単位は，「教科又は教職に
　関する科目」に加算する。

生 物 学

生物学実験ⅠＡ
生物学実験ⅠＢ
生物学実験ⅡＡ
生物学実験ⅡＢ

2
2

2
2
2
2
2
2

1
1

細胞生物学基礎１ 1

1

1

細胞生物学基礎２ 1

生化学基礎２ 1
生化学基礎１

分子生物学基礎１
分子生物学基礎２

生物学演習Ａ 1
生物学演習Ｂ 1

1

1発生遺伝学基礎２

1

1

発生遺伝学基礎１

1
動物生理学基礎２

植物生理学基礎２

2

基礎有機化学１ 1

生物学演習Ｄ 1

植物生理学基礎１

1

生物学演習Ｃ 1

1

動物生理学基礎１

1

1

1

教科に関する科目表（生物学科）
免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目

科　目　区　分 単位数 開設授業科目
単位数

履 修 方 法
必修 選択

物 理 学
現代物理学Ⅰ 1
現代物理学Ⅱ 1

中

高
20

基礎有機化学２ 1
化学実験

（コンピュータ活用を含む。）
化学実験１ 1
化学実験２ 1

物理学実験
（コンピュータ活用を含む。）

物理学実験

進化系統学基礎２
生態学基礎１
生態学基礎２

地　　学
基礎地学１ 1
基礎地学２ 1

生物学実験
（コンピュータ活用を含む。） 生物学実験ⅡＣ

生物学実験ⅢＡ
生物学実験ⅢＢ
生物学実験ⅢＣ

1

1
1
1

化　　学

単位数
1
1
1
1
1
1
1

地学実験
（コンピュータ活用を含む。）

地学実験Ａ 1
地学実験Ｂ 1

注１．単位数欄の必修・選択は教員免許取得のための必修・選択を示す。
注２．高等学校免許状のみ取得する場合，実験科目は，「免許法施行規則に定める科目区分」の物理学実験・化学実
　験・生物学実験・地学実験から，いずれかを選択し，それぞれの履修方法に従って履修すること。

進化系統学基礎１
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等学校の課程に相当する課程を有する者として指定したものを含む。）の当該課程に２年以上

在学した者 

 (5) 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。）第150条第３

号の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大

臣が定める日以後において２年以上在学した者 

 (6) 文部科学大臣が指定した者（平成13年文部科学省告示第167号） 

 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則第４条に定める試験科目の全部（試験の免除を受けた試験科

目を除く。）について合格点を得た者（旧規程第４条に規定する受験科目の全部（旧検定の一

部免除を受けた者については，その免除を受けた科目は除く。）について合格点を得た者を含

む。）で，17歳に達したもの 

２ 前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

 （入 学 期） 

第12条 入学の時期は，学年の初めとする。ただし，学年の途中においても，学期の区分に従い，

学生を入学させることができる。 

 （編 入 学） 

第13条 次の各号のいずれかに該当する者で，本学に編入学を志望する者があるときは，第10条の

規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

 (1) 大学を卒業した者 

 (2) 法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者 

 (3) 施行規則附則第７条に規定した者 

２ 前項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で文学部，法学部，経済学部又は

経営学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

 (1) 大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者 

 (2) 短期大学を卒業した者 

 (3) 高等専門学校を卒業した者 

 (4) 外国において，前３号と同程度の課程を修了した者 

３ 第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で発達科学部，理学部，工学

部，農学部又は海事科学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可

することがある。 

 (1) 大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者 

 (2) 短期大学を卒業した者 

 (3) 高等専門学校を卒業した者 

 (4) 外国において，前３号と同程度の課程を修了した者 

 (5) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を

満たすものに限る。）を修了した者（第10条各号のいずれかに該当する者に限る。） 

４ 第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で医学部保健学科に編入学を志

望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

 (1) 大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者 

 (2) 短期大学を卒業した者 

 (3) 外国において，前２号と同程度の課程を修了した者 

 (4) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を



　地　　学

生物学実験１ 1　生物学実験
（コンピュータ活用を含む。）

惑星学基礎Ⅴ－２

1

惑星学基礎Ⅱ－２ 1 惑星学基礎Ⅴ－１ 1

教科又は教職に関する科目表（惑星学科）

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目

科　目　区　分 単位数 開設授業科目 単位数 開設授業科目 単位数

　地学実験
（コンピュータ活用を含む。）

注１．単位数欄の必修・選択は教員免許取得のための必修・選択を示す。
注２．高等学校免許状のみ取得する場合，実験科目は，「免許法施行規則に定める科目区分」の物理学実験・化学実
　験・生物学実験・地学実験から，いずれかを選択し，それぞれの履修方法に従って履修すること。

惑星学実習Ｅ２

惑星学実習Ｂ

教科又は教職に関する科目
中 8

高 16

惑星学基礎Ⅰ－１ 惑星学基礎Ⅲ演習

惑星学基礎Ⅰ演習 惑星学基礎Ⅳ－２

惑星学基礎Ⅱ－１ 惑星学基礎Ⅳ演習

惑星学基礎Ⅱ演習

惑星学基礎Ⅳ－１

惑星学基礎Ⅲ－２ 1

惑星学実習Ｅ１ 1

1

1

惑星学実習Ｄ 2

2

惑星学実験実習の基礎Ⅱ 2

惑星学実習Ａ

2

惑星学実習Ｃ

2

　物理学実験
（コンピュータ活用を含む。）

物理学実験 2

　生 物 学

惑星物質科学２ 1

宇宙惑星科学２ 1

惑星学概論Ⅰ－２ 1

惑星学概論Ⅱ－１ 1

惑星学概論Ⅱ－２

惑星学実験実習の基礎Ⅰ

中

高
20

基礎無機化学１ 1

　物 理 学
現代物理学Ⅰ

1

惑星物理学１ 1

惑星物質科学１ 1

宇宙惑星科学１

惑星学概論Ⅰ－１ 1

　化　　学

　化学実験
（コンピュータ活用を含む。）

化学実験１

化学実験２

1

1

生物学概論Ｃ１ 1

惑星物理学２ 1

教科に関する科目表（惑星学科）

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目

科　目　区　分 単位数 開設授業科目
単位数

履 修 方 法
必修 選択

1

現代物理学Ⅱ 1

基礎無機化学２ 1

注．「教職に関する科目表」及び「教科に関する科目表」の科目で所定の単位を超えた単位は，「教科又は教職に
　関する科目」に加算する。

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

惑星学基礎Ⅰ－２ 1

惑星学基礎Ⅲ－１ 惑星学基礎Ⅴ演習

生物学概論Ｃ２ 1

1

地球惑星進化学１ 1

地球惑星進化学２ 1

生物学実験２ 1

地球物質科学２ 1

地球物質科学１ 1

固体地球科学１ 1

固体地球科学２ 1
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満たすものに限る。）を修了した者（第10条各号のいずれかに該当する者に限る。） 

 （転 入 学） 

第14条 他の大学に現に在学する者で，本学に転入学を志望する者があるときは，第10条の規定に

かかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

 （再 入 学） 

第15条 本学を第45条の規定により中途退学した者又は除籍された者で，再び同一の学部に入学を

志望する者があるときは，第10条の規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経

て，入学を許可することがある。 

 （入学志願） 

第16条 入学を志願する者は，所定の日までに，検定料を納付したうえ，入学願書，検定料払込証 

明書及び別に指定する書類を提出しなければならない。 

２ 既納の検定料は，還付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，当該額に相当

する額を還付するものとする。 

 (1) 学部の入学試験において出願書類等により第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り学力

検査その他により第二段階目の選抜を行う場合において，第一段階目の選抜で不合格となった

者が第二段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。 

 (2) 学部の入学試験において入学の出願を受理した後に本学が大学入試センター試験において受

験することを課した教科・科目を受験していないことにより，出願の資格がないことが判明し

た者が第二段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。 

 (3) 検定料を納付した者が，所定の日までに入学願書を提出しなかった場合において，返還を申

し出たとき。 

 (4) 検定料を納付し，入学願書を提出した者が，受験を認められなかった場合において，返還を

申し出たとき。 

 （入学者選抜） 

第16条の2 入学者の選抜は，公正かつ妥当な方法により，適切な体制を整えて行うものとする。 

（入学手続） 

第17条 入学試験に合格した者は，所定の期日までに，入学料を添えて入学手続を行わなければな

らない。 

２ 既納の入学料は，還付しない。 

 （入学料の免除） 

第18条 入学料の納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の全額又は半額を免除する

ことがある。 

２ 入学料の免除の取扱いについては，別に定める。 

 （入学料の徴収猶予等） 

第19条 入学料の納付期限までに納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の徴収を猶

予することがある。 

２ 前条第１項の入学料の免除又は前項の入学料の徴収猶予を申請した者に係る入学料は，免除又

は徴収猶予を許可し，又は不許可とするまでの間は，徴収を猶予する。 

３ 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除の許可をされた者（次項によ

り徴収猶予の申請をした者を除く。）は，免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を

告知した日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。 



２．大学院生（前期課程）の教育職員免許状の取得について

　　 所要資格

免許状の
種類

学士の学位を有すること

学士の学位を有すること

基　礎　資　格

そ　の　他

　左記のほか，教育免許
法施行規則第66条の6に
定める科目を修得するこ
と。
　また，中学校の免許状
を取得しようとする者
は，介護等体験が義務づ
けられている。

中学校教諭
一種免許状

20 31 8

物 理 学 専 攻
化　学　専　攻
生 物 学 専 攻
惑 星 学 専 攻

中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状
理　科

（２）上記の免許状を取得するためには，次の基礎資格が必要です。

大学における最低修得単位数

（３）専修免許状の取得の要件

　　　中学校教諭専修免許状又は高等学校教諭専修免許状を取得するためには，上記（２）の基礎資

　　格および大学における最低修得単位数等を得た後，大学院の課程において，教育職員免許法第５

　　条別表第１に定める「教科又は教職に関する科目」について24単位以上を修得することとされて

　　います。

　　　理学研究科博士課程前期課程では，「教科に関する科目」に係る授業科目を開講しており，上

　　記（２）の基礎資格および大学における最低修得単位数等を得た者が，各専攻で定められた授業

　　科目から24単位以上を修得することにより，当該専攻で取得可能な免許状を前期課程修了時に取

　　得することができます。

（４）教育職員免許状授与申請について

　　　修了時における教育職員免許状の授与申請手続きは，教員免許取得希望者からの申請に基づい

　　て，大学から兵庫県教育委員会に一括して行います。詳細については２年次の12月頃，掲示によ

　　り通知しますので注意してください。

高等学校教諭
一種免許状

20 23 16

教科に関
する科目

教職に関
する科目

教科又は
教職に関
する科目

（１）理学研究科博士課程前期課程で取得できる免許状の種類

学　　　科 教育職員免許状の種類 免許教科

数　学　専　攻
中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状
数　学
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４ 入学料の免除を不許可とされた者又は半額免除の許可をされた者が，第１項に規定する徴収猶

予を受けようとする場合は，免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以

内に徴収猶予の申請を行わなければならない。 

５ 入学料の徴収猶予の取扱いについては，別に定める。 

 （死亡等による入学料の免除） 

第20条 前条第１項又は前条第２項の規定により入学料の徴収を猶予されている者が，その期間内

において死亡したことにより除籍された場合は，未納の入学料の全額を免除する。 

２ 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者が，前条第３

項に規定する入学料の納付期間内において死亡したことにより除籍された場合又は第47条第１号

の規定により除籍された場合は，その者に係る未納の入学料の全額を免除する。 

 （宣  誓） 

第21条 入学者は，所定の方法により宣誓を行わなければならない。 

 

       第２節 修業年限，教育課程，課程の履修等 

 

 （修業年限） 

第22条 学部の修業年限は，４年とする。ただし，本学に３年以上在学した者（施行規則第149条

に規定する者を含む。）が，卒業の要件として学部規則に定める単位を優秀な成績で修得したも

のと認められ，かつ，学生が卒業を希望する場合には卒業することができる。 

２ 前項ただし書に規定する卒業の認定の基準は，学部規則において定め，公表するものとする。 

３ 医学部医学科については，第１項の規定にかかわらず，その修業年限は６年とする。 

４ 学生が，職業を有している等の事情により，修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教

育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは，教授会の議を経て，その計画的な

履修を認めることができる。 

５ 前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

 （修業年限の通算） 

第23条 科目等履修生（大学の学生以外の者に限る。）として本学において一定の単位を修得した

者が本学に入学する場合においては，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと

認められるときは，教授会の議を経て，修得した単位数その他の事項を勘案して前条の修業年限

の２分の１を超えない期間を修業年限に通算することができる。 

 （在学年限） 

第24条 学生は，修業年限の２倍を超えて在学することはできない。 

２ 第22条第４項の規定により履修を認められた学生（以下「長期履修学生」という。）の在学年

限については，関係の学部規則で定める。 

 （教育課程） 

第25条 学部は，本学，学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を次条第１

項に定める区分に従って開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

 （授業科目の区分） 

第26条 授業科目の区分は，次のとおりとする。 

  基礎教養科目 

  総合教養科目 
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  外国語科目 

  情報科目 

  健康・スポーツ科学 

  高度教養科目 

  専門科目(専門基礎科目及び共通専門基礎科目を含む。) 

  関連科目 

  資格免許のための科目 

  その他必要と認める科目 

２ 前項に規定するもののほか，外国人留学生のための授業科目として，日本語及び日本事情に関

する科目を置くことができる。 

 （授業の方法） 

第27条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により

行うものとする。 

２ 前項に規定する授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利

用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項に規定する授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様な

メディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても，同

様とする。 

４ 第１項に規定する授業の一部は，文部科学大臣が別に定めるところにより，校舎及び附属施設

以外の場所で行うことができる。 

５ 前４項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

 （履修方法及び試験） 

第28条 第26条第１項の区分に従って開設される授業科目及びその履修方法並びに試験に関するこ

とは，各学部規則，神戸大学全学共通授業科目履修規則（平成16年４月１日制定。以下「履修規

則」という。）及び神戸大学国際教養教育院高度教養科目履修規程（平成28年３月22日制定）で

定める。 

２ 第26条第２項の規定により開設される授業科目(以下「日本語等授業科目」という。）及びそ

の履修方法並びに試験に関することは，各学部規則及び神戸大学日本語等授業科目履修規則（平

成16年４月１日制定）で定める。 

 （履修科目の登録の上限） 

第29条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件として学生が修得す

べき単位数について，学生が１年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は各学

部規則において定めるものとする。 

２ 各学部規則の定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生について

は，前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

 （成績評価基準） 

第30条 各学部は，各授業における学修目標や目標達成のための授業の方法及び計画を明示すると

ともに，学生の授業への取組状況等を考慮した多元的な成績評価基準を定め，公表するものとす

る。 

 （単位の授与） 

第31条 一の授業科目を履修した者に対しては，試験の上，単位を与える。ただし，第32条第４項

極限物性学 2 宇宙論Ⅰ 2

構造解析学 2

理論生物化学 2

【化学専攻】（理科の教科に関する科目）

授 業 科 目 単位数 授 業 科 目 単位数 授 業 科 目 単位数

宇宙論Ⅱ 2電子物性学 2

授 業 科 目 単位数

2

2

2

解析学Ⅰ

解析学Ⅱ

代数学

幾何学

表現論

計算情報数学

授 業 科 目 単位数 授 業 科 目

応用数理特論Ⅰ 2

確率論 2

解析数理特論Ⅰ 2

解析数理特論Ⅱ 2

2

2

2

単位数

【物理学専攻】（理科の教科に関する科目）

【数学専攻】（数学の教科に関する科目）

授 業 科 目 単位数 授 業 科 目 単位数 授 業 科 目 単位数

数学講究Ⅲ 4

数学講究Ⅳ 4

応用数理特論Ⅱ 2

数学講究Ⅰ 4

数学講究Ⅱ 4

構造数理特論Ⅰ 2

構造数理特論Ⅱ 2

量子ダイナミクスⅠ 2

量子ダイナミクスⅡ 2

低温物性学 2

物性論Ⅰ 4

高エネルギー物理学Ⅰ 4

理論物理学Ⅰ 4

量子物性Ⅰ 2

量子物性Ⅱ 2

論文講究Ⅰ 4

素粒子理論Ⅰ 2

素粒子理論Ⅱ 1

素粒子実験学Ⅰ 1

素粒子実験学Ⅱ 1

素粒子実験学Ⅲ 1

素粒子実験学Ⅳ 1 論文講究Ⅱ 4

特定研究Ⅰ 4

特定研究Ⅱ 4

2

反応化学特論 2

物性物理化学特論 2

無機・分析化学特論 2

物理化学Ⅰ 2

物理化学Ⅱ 2

無機化学Ⅰ 2

2

有機化学特論

論文講究Ⅰ 4

【生物学専攻】（理科の教科に関する科目）

授 業 科 目 単位数 授 業 科 目 単位数 授 業 科 目 単位数

論文講究Ⅱ 4

特定研究Ⅰ 4

特定研究Ⅱ 4生物化学特論 2

無機化学Ⅱ 2

有機化学Ⅰ 2

有機化学Ⅱ 2

溶液化学・生物無機化学特論

生体分子機構概論Ⅱ 2 生化学特論Ⅱ 2 生態学特論 2

生体分子機構概論Ⅰ 2 生化学特論Ⅰ 2 系統分類学特論 2

生命情報伝達概論Ⅱ 2 分子遺伝学特論 2 論文講究Ⅱ 4

生命情報伝達概論Ⅰ 2 細胞生物学特論 2 論文講究Ⅰ 4

生物多様性概論Ⅱ 2 情報伝達機構特論 2 特定研究Ⅱ 4

生物多様性概論Ⅰ 2 神経生物学特論 2 特定研究Ⅰ 4

生理学特論Ⅱ 2 生物制御科学特論Ⅰ 2

生理学特論Ⅰ 2 発生生物学特論Ⅰ 2

惑星学要論 4 惑星学詳論Ⅰ－２ 1 惑星学詳論Ⅲ－３ 1

【惑星学専攻】（理科の教科に関する科目）

授 業 科 目 単位数 授 業 科 目 単位数 授 業 科 目 単位数

惑星学通論２ 1 惑星学詳論Ⅱ－１ 1 論文講究Ⅰ 4

惑星学通論１ 1 惑星学詳論Ⅰ－３ 1 惑星学詳論Ⅲ－４ 1

惑星学詳論Ⅰ－１ 1 惑星学詳論Ⅲ－２ 1 特定研究Ⅱ 4

惑星学通論３ 1 惑星学詳論Ⅱ－２ 1 論文講究Ⅱ 4

惑星学通論４ 1 惑星学詳論Ⅲ－１ 特定研究Ⅰ 41



平成２８年度入学者用

単位数 授業科目 単位数 開講学部等

生涯学習論 2

社会教育論 2

3 博物館実習 3 理学部

19 計 19

注１ ：博物館実習を履修できる者は，博物館実習以外の全ての単位を修得済又は履修中の者に限る。

注２ ：「生涯学習論」と「社会教育論」はいずれか１科目でよい。

注３ ：授業科目が上記以外の学部で開講されていれば特別な場合に限り履修できる。

注４

国際文化学部

発達科学部

文学部

文学部

発達科学部

博物館資料論(a)　１単位
博物館資料論(b)　１単位
（理学部学生は発達科学部開講分を受講）

博物館資料論　２単位

理学部

博物館概論 2 2

国際文化学部

博物館経営論 2 2

学芸員の資格取得について

博物館法施行規則に
定める科目

生涯学習概論 2
発達科学部開講
１科目選択

2 2

博物館経営論(a)　１単位
博物館経営論(b)　１単位

2

博物館実習

博物館資料保存論　２単位

博物館資料保存論(a)　１単位
博物館資料保存論(b)　１単位

博物館資料論

博物館教育論　２単位

博物館教育論(a)　１単位
博物館教育論(b)　１単位

　　惑星学科に所属する学生で学芸員の資格を取得しようとする者は，　下記に掲げる科目を履修しな
ければならない。

記

博物館教育論 2 2

博物館概論(a)　１単位
博物館概論(b)　１単位

文学部

博物館情報・メディア論

博物館概論　２単位
（理学部学生は文学部開講分を受講）

博物館経営論　２単位
（理学部学生は文学部開講分を受講）

文学部

国際文化学部

2 2

博物館展示論 2

：今後「博物館法施行規則に定める科目」等が改正された場合，それに対応する授業科目は，惑星学科の内
規で定める。

博物館資料保存論 2

計

2

博物館展示論(a)　１単位
博物館展示論(b)　１単位

博物館展示論　２単位

博物館情報・メディア論(a)　１単位
博物館情報・メディア論(b)　１単位

博物館情報・メディア論　２単位

文学部

文学部

国際文化学部

文学部

 

- 229 - 
 

 

大学教学規則 

平成16年４月１日 制定 
最近改正 平成28年3月22日 

目 次 

  第１章   総    則 

    第１条    趣   旨 

    第２条    教 育 憲 章      

    第３条    学   部 

    第４条    大 学 院 

    第５条    乗船実習科 

    第６条    収 容 定 員      

    第７条    学   年 

    第８条    学期・クォーター 

    第９条    休 業 日 

  第２章   学   部 

   第１節   入   学 

    第10条     入 学 許 可      

    第11条     早 期 入 学      

    第12条   入 学 期 

    第13条   編 入 学 

    第14条    転 入 学 

    第15条   再 入 学 

    第16条     入 学 志 願      

    第16条の2  入学者選抜 

第17条    入 学 手 続      

    第18条     入学料の免除 

    第19条     入学料の徴収猶予等 

    第20条     死亡等による入学料の免除 

    第21条     宣   誓 

   第２節   修業年限，教育課程，課程の履修等 

    第22条   修 業 年 限      

    第23条     修業年限の通算 

    第24条    在 学 年 限      

    第25条    教 育 課 程      

    第26条    授業科目の区分 

    第27条     授業の方法 

    第28条     履修方法及び試験 

    第29条    履修科目の登録の上限 

    第30条     成績評価基準 


